
※ 事前に必ずご相談ください。
※ 次年度は4月1日に受付を開始します。
※ 10月31日が土日の場合、前金曜日が
　 受付期限となります。
※ 受付期間を過ぎても受付可能な場合
　 もありますので、必ずご相談ください。

特定緊急輸送道路沿道建築物

耐震化支援について

緊急輸送道路沿道耐震化相談窓口
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、沿道建築物の所有者等に対して、建築士・建設業者・
不動産コンサルタント・弁護士等のアドバイザーを派遣し、耐震化への取組を支援しています。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

助成制度以外の支援について

　  耐震化アドバイザーの無料派遣
緊急輸送道路沿道建築物の耐震化を促進するため、沿道建築物の所有者等に対して、建築士・建設業者・
不動産コンサルタント・弁護士等の専門家を無料で派遣します。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

　  改修計画案作成アドバイザーの無料派遣
耐震診断から補強設計に結び付けていただくため、建築士が補強設計の前段階の検討を行います。改修
工法や費用、工事の影響などを比較検討してご案内いたします。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

　  東京都耐震マーク表示制度
建築物の耐震性に関する情報が広く提供され、都民が安心して建築物を利用することができるよう、耐震
マークを交付しています。

東京都 耐震マーク事務局

　  耐震改修等支援融資制度
緊急輸送道路沿道の建物所有者は、耐震診断、耐震改修、建替え又は除却に要する費用について、取り扱
い金融機関が定める通常利率より低い利率の融資を受けることができます。

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課

　  固定資産税・都市計画税の減額・減免（都税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅及び建築物の固定資産税・都市計画税が減額・
減免されます。

杉並都税事務所 固定資産税課

　  東京都耐震マーク表示制度
建築物の耐震性に関する情報が広く提供され、都民が安心して建築物を利用することができるよう、耐震
マークを交付しています。

東京都 耐震マーク事務局

　  耐震改修等支援融資制度
緊急輸送道路沿道の建物所有者は、耐震診断、耐震改修、建替え又は除却に要する費用について、取り扱
い金融機関が定める通常利率より低い利率の融資を受けることができます。

東京都 都市整備局 市街地建築部 建築企画課

　  固定資産税・都市計画税の減額・減免（都税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅及び建築物の固定資産税・都市計画税が減額・
減免されます。

杉並都税事務所 固定資産税課

　  所得税の控除（国税）
耐震基準に適合させるように耐震改修工事を行った住宅を所有かつ居住している方の所得税額が一部控
除されます。

所管の税務署

　  建築士団体・建設業団体・金融機関の紹介
東京都と協定を締結した建築士団体・建設業団体、金融機関を紹介します。

（公財）東京都防災・建築まちづくりセンター

杉並区 都市整備部 市街地整備課 耐震改修担当
〒166-8570　杉並区阿佐谷南1-15-1　西棟3階
TEL 03-3312-2111（代）　FAX 03-3312-2907

令和6年４月
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より申請書類の
ダウンロードが
できます

事 業 完 了

特定緊急輸送道路

道路中心

大規模災害時に救急救命・消火活動や
物資輸送に使用し、復旧・復興の大動脈
の役割を担う道路です。区内で指定され
た道路は、次の7路線です。

（中間検査１ヶ月前に提出）

（完了検査１ヶ月前に提出）

中間検査願および中間資料検査

契約

（工事施工１ヶ月前に提出）
★

★

★

★

耐震改修及び建替えの場合、着手届提出時に、各所提出書類や中間検査の工程について区と打合せをしてください。★
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おおむね



住宅単価の場合、8,000万円→6,000万円

45,040

44,160

27,280
特殊単価が認められた場合、67,040円（住宅は対象外）

特殊単価が認められた場合、83,800円（住宅は対象外）

特殊単価が認められた場合、83,800円（住宅は対象外）

　　1回目工事（Is値0.3未満→0.3以上）

　　2回目工事（Is値0.3以上→0.6以上）

工事+監理に要する費用

（延べ面積×㎡単価）-1回目工事のAマンション ：55,200円, 住宅：34,100円

8,000

Is値0.3未満の場合、6,000万円→8,000万円（住宅単価の場合を除く）

（実際に要する費用 → 実際に要する監理費 として算出）

- 2 - - 3 - - 4 -

Iｓ値0.3未満相当から0.3以上相当となる設計費用及び指定機関で評定を受け
る費用は、　　  　  の助成対象に含めることができます。

51,200

50,200

34,100

実際に要する費用

3

耐震改修続き次ページ続く耐 震 改 修

補 強 設 計 除 却・建 替 え 耐 震 化 準 備 事 業

のとおり

（実際に要する費用 → 実際に要する監理費 として算出）
のとおり

★マンションとは、3階以上で、かつ延べ面積が1,000㎡以上の共同住宅をいいます。1,000㎡未満の場合は「住宅」扱いとなりますので、ご注意ください。

令和8年3月までに契約し、
令和9年3月までに完了するもの

令和8年3月までに契約し、
令和9年3月までに完了するもの

令和8年3月までに契約し、
令和9年3月までに完了するもの

令和8年3月までに契約し、
令和9年3月までに完了するもの


